
 

○建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号） 

 

（傍線部分は改正部分） 

改    正    案 現        行 

 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一～二十六 略 

二十七 歴史的風致維持向上地区計画 都市計画

法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致

維持向上地区計画をいう。 

二十八 歴史的風致維持向上地区整備計画 地域

における歴史的風致の維持及び向上に関する法律

（平成二十年法律第   号。以下「地域歴史的

風致法」という。）第三十一条第二項第四号に規

定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。

二十九 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四

第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。  

三十 略 

三十一 集落地区計画 都市計画法第十二条の四

第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。 

三十二～三十五 略 

 

（用語の定義） 

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

一～二十六 略 

 

 

 

 

 

 

二十七 沿道地区計画 都市計画法第十二条の四

第一項第三号に掲げる沿道地区計画をいう。  

二十八 略 

二十九 集落地区計画 都市計画法第十二条の四

第一項第四号に掲げる集落地区計画をいう。 

三十～三十三 略 

 

（市町村の条例に基づく制限） 

第六十八条の二 市町村は、地区計画等の区域（

地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街

区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整

備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画

（以下「地区整備計画等」という。）が定められ

ている区域に限る。）内において、建築物の敷地

、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地

区計画等の内容として定められたものを、条例で

、これらに関する制限として定めることができる

。 

２ 前項の規定による制限は、建築物の利用上の

必要性、当該区域内における土地利用の状況等を

考慮し、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史

 

（市町村の条例に基づく制限） 

第六十八条の二 市町村は、地区計画等の区域（

地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街

区整備地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落

地区整備計画（以下「地区整備計画等」という。

）が定められている区域に限る。）内において、

建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する

事項で当該地区計画等の内容として定められたも

のを、条例で、これらに関する制限として定める

ことができる。 

２ 前項の規定による制限は、建築物の利用上の

必要性、当該区域内における土地利用の状況等を

考慮し、地区計画、防災街区整備地区計画又は沿

道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健



 

的風致維持向上地区計画又は沿道地区計画の区域

にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確

保するため、集落地区計画の区域にあつては当該

集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居

住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それ

ぞれ合理的に必要と認められる限度において、同

項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、

政令で定める基準に従い、行うものとする。 

３～５ 略 

全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区

域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふ

さわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用

を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる

限度において、同項に規定する事項のうち特に重

要な事項につき、政令で定める基準に従い、行う

ものとする。 

３～５ 略 

 

（再開発等促進区等内の制限の緩和等） 

第六十八条の三 略 

２～８ 略 

９ 歴史的風致維持向上地区計画の区域（歴史的

風致維持向上地区整備計画が定められている区域

に限る。）内の建築物に対する第四十八条第一項

から第十二項まで（これらの規定を第八十七条第

二項又は第三項において準用する場合を含む。）

の規定の適用については、第四十八条第一項から

第十項まで及び第十二項中「又は公益上やむを得

ない」とあるのは「公益上やむを得ないと認め、

又は歴史的風致維持向上地区計画において定めら

れた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、

当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における

歴史的風致（地域歴史的風致法第一条に規定する

歴史的風致をいう。）の維持及び向上を図る上で

やむを得ない」と、同条第十一項中「工業の利便

上又は公益上必要」とあるのは「工業の利便上若

しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向

上地区計画において定められた土地利用に関する

基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向

上地区計画の区域における歴史的風致（地域歴史

的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。）

の維持及び向上を図る上でやむを得ない」とする

。 

 

（再開発等促進区等内の制限の緩和等） 

第六十八条の三 略 

２～８ 略 



 

 

（建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じ

たものと公共施設の整備の状況に応じたものとに

区分して定める地区計画等の区域内における建築

物の容積率の特例） 

第六十八条の四 次に掲げる条件に該当する地区

計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画（

防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整

備法第三十二条第二項第二号に規定する地区防災

施設（以下単に「地区防災施設」という。）の区

域が定められているものに限る。以下この条にお

いて同じ。）の区域内にある建築物で、当該地区

計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の

内容（都市計画法第十二条の六第二号、密集市街

地整備法第三十二条の二第二号又は沿道整備法第

九条の二第二号の規定による公共施設の整備の状

況に応じた建築物の容積率の最高限度（以下この

条において「公共施設の整備の状況に応じた建築

物の容積率の最高限度」という。）を除く。）に

適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防

火上及び衛生上支障がないと認めるものについて

は、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積

率の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適

用しない。 

一 地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防

災街区整備地区整備計画又は沿道地区整備計画が

定められている区域のうち、次に掲げる事項が定

められている区域であること。 

イ・ロ 略 

二 略 

 

（建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じ

たものと公共施設の整備の状況に応じたものとに

区分して定める地区計画等の区域内における建築

物の容積率の特例） 

第六十八条の四 次に掲げる条件に該当する地区

計画等（集落地区計画を除き、防災街区整備地区

計画にあつては、密集市街地整備法第三十二条第

二項第二号に規定する地区防災施設（以下単に「

地区防災施設」という。）の区域が定められてい

るものに限る。以下この条において同じ。）の区

域内にある建築物で、当該地区計画等の内容（都

市計画法第十二条の六第二号、密集市街地整備法

第三十二条の二第二号又は沿道整備法第九条の二

第二号の規定による公共施設の整備の状況に応じ

た建築物の容積率の最高限度（以下この条におい

て「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積

率の最高限度」という。）を除く。）に適合し、

かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び

衛生上支障がないと認めるものについては、公共

施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高

限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない

。 

 

一 地区整備計画等（集落地区整備計画を除く。

）が定められている区域のうち、次に掲げる事項

が定められている区域であること。 

イ・ロ 略 

二 略  



 

 

（住居と住居以外の用途とを区分して定める地区

計画等の区域内における建築物の容積率の特例）

第六十八条の五の四 次に掲げる条件に該当する

地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計

画の区域内にあるその全部又は一部を住宅の用途

に供する建築物については、当該地区計画、防災

街区整備地区計画又は沿道地区計画において定め

られた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第

一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、

同条（第八項を除く。）の規定を適用する。ただ

し、当該建築物が同条第三項の規定により建築物

の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築

物の延べ面積に算入されない部分を有するときは

、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は

、当該建築物がある地域に関する都市計画におい

て定められた同条第一項第二号又は第三号に定め

る数値の一・五倍以下でなければならない。 

一 次に掲げる事項が定められている地区整備計

画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区

整備計画又は沿道地区整備計画の区域であること

。 

イ～ニ 略 

二・三 略 

 

（住居と住居以外の用途とを区分して定める地区

計画等の区域内における建築物の容積率の特例）

第六十八条の五の四 次に掲げる条件に該当する

地区計画等（集落地区計画を除く。以下この条に

おいて同じ。）の区域内にあるその全部又は一部

を住宅の用途に供する建築物については、当該地

区計画等において定められた建築物の容積率の最

高限度を第五十二条第一項第二号又は第三号に定

める数値とみなして、同条（第八項を除く。）の

規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第三

項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たり

その床面積が当該建築物の延べ面積に算入されな

い部分を有するときは、当該部分の床面積を含む

当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に

関する都市計画において定められた同条第一項第

二号又は第三号に定める数値の一・五倍以下でな

ければならない。 

一 次に掲げる事項が定められている地区整備計

画等（集落地区整備計画を除く。）の区域である

こと。 

 

イ～ニ 略 

二・三 略 

 

（区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備え

た建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内に

おける制限の特例） 

第六十八条の五の五 次に掲げる条件に該当する

地区計画等（集落地区計画を除く。以下この条に

おいて同じ。）の区域内の建築物で、当該地区計

画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上

、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める

ものについては、第五十二条第二項の規定は、適

用しない。 

一 次に掲げる事項が定められている地区整備計

画等（集落地区整備計画を除く。）の区域である

こと。 

イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法

第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条又

 

（区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備え

た建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内に

おける制限の特例） 

第六十八条の五の五 次に掲げる条件に該当する

地区計画等（集落地区計画を除く。以下この条に

おいて同じ。）の区域内の建築物で、当該地区計

画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上

、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める

ものについては、第五十二条第二項の規定は、適

用しない。 

一 次に掲げる事項が定められている地区整備計

画等（集落地区整備計画を除く。）の区域である

こと。 

イ 都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法

第三十二条の五又は沿道整備法第九条の六の規定



 

は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置

の制限、壁面後退区域（壁面の位置の制限として

定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の

区域をいう。以下この条において同じ。）におけ

る工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限

度 

ロ・ハ 略 

二 略 

２ 略 

による壁面の位置の制限、壁面後退区域（壁面の

位置の制限として定められた限度の線と敷地境界

線との間の土地の区域をいう。以下この条におい

て同じ。）における工作物の設置の制限及び建築

物の高さの最高限度 

 

ロ・ハ 略 

二 略 

２ 略 

 

（地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率

の特例） 

第六十八条の五の六 次に掲げる条件に該当する

地区計画等（集落地区計画を除く。）の区域内の

建築物については、第一号イに掲げる地区施設等

の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上

、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建

築面積は、第五十三条第一項及び第二項、第五十

七条の五第一項及び第二項、第五十九条第一項、

第五十九条の二第一項、第六十条の二第一項、第

六十八条の八、第八十六条第三項及び第四項、第

八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五

第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建

築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算

入しない。 

一 地区整備計画等（集落地区整備計画を除く。

）が定められている区域のうち、次に掲げる事項

が定められている区域であること。 

イ その配置が地盤面の上に定められている通路

その他の公共空地である地区施設等（第六十八条

の四第一号ロに規定する施設、地域歴史的風致法

第三十一条第二項第四号に規定する地区施設又は

地区防災施設をいう。以下同じ。） 

ロ 略 

二 略 

 

（地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率

の特例） 

第六十八条の五の六 次に掲げる条件に該当する

地区計画等（集落地区計画を除く。）の区域内の

建築物については、第一号イに掲げる地区施設等

の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上

、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの建

築面積は、第五十三条第一項及び第二項、第五十

七条の五第一項及び第二項、第五十九条第一項、

第五十九条の二第一項、第六十条の二第一項、第

六十八条の八、第八十六条第三項及び第四項、第

八十六条の二第二項及び第三項、第八十六条の五

第三項並びに第八十六条の六第一項に規定する建

築物の建ぺい率の算定の基礎となる建築面積に算

入しない。 

一 地区整備計画等（集落地区整備計画を除く。

）が定められている区域のうち、次に掲げる事項

が定められている区域であること。 

イ その配置が地盤面の上に定められている通路

その他の公共空地である地区施設等（第六十八条

の四第一号ロに規定する施設又は地区防災施設を

いう。以下同じ。） 

 

ロ 略 

二 略 



 

 

（道路の位置の指定に関する特例） 

第六十八条の六 地区計画等に道の配置及び規模

又はその区域が定められている場合には、当該地

区計画等の区域（次の各号に掲げる地区計画等の

区分に応じて、当該各号に定める事項が定められ

ている区域に限る。次条第一項において同じ。）

における第四十二条第一項第五号の規定による位

置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又

はその区域に即して行わなければならない。ただ

し、建築物の敷地として利用しようとする土地の

位置と現に存する道路の位置との関係その他の事

由によりこれにより難いと認められる場合におい

ては、この限りでない。 

一・二 略 

三 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維

持向上地区整備計画 

四・五 略 

 

（道路の位置の指定に関する特例） 

第六十八条の六 地区計画等に道の配置及び規模

又はその区域が定められている場合には、当該地

区計画等の区域（次の各号に掲げる地区計画等の

区分に応じて、当該各号に定める事項が定められ

ている区域に限る。次条第一項において同じ。）

における第四十二条第一項第五号の規定による位

置の指定は、地区計画等に定められた道の配置又

はその区域に即して行わなければならない。ただ

し、建築物の敷地として利用しようとする土地の

位置と現に存する道路の位置との関係その他の事

由によりこれにより難いと認められる場合におい

ては、この限りでない。 

一・二 略 

 

 

三・四 略 

 

（工作物への準用） 

第八十八条 略 

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で

政令で指定するものについては、第三条、第六条

（第三項及び第五項から第十二項までを除くもの

とし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第

三号までの建築物に係る部分に限る。）、第六条

の二（第三項から第八項までを除く。）、第七条

、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、

第十一条、第十二条第五項（第四号を除く。）及

び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条（

第四項から第十一項まで及び第十七項から第二十

一項までを除く。）、第四十八条から第五十一条

まで、第六十条の二第三項、第六十八条の二第一

項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項

まで、第八十六条の七第一項（第四十八条第一項

から第十二項まで及び第五十一条に係る部分に限

る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十二項まで、第四十九条から第五十一条まで

、第六十条の二第三項並びに第六十八条の二第一

 

（工作物への準用） 

第八十八条 略 

２ 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で

政令で指定するものについては、第三条、第六条

（第三項及び第五項から第十二項までを除くもの

とし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第

三号までの建築物に係る部分に限る。）、第六条

の二（第三項から第八項までを除く。）、第七条

、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、

第十一条、第十二条第五項（第四号を除く。）及

び第六項から第八項まで、第十三条、第十八条（

第四項から第十一項まで及び第十七項から第二十

一項までを除く。）、第四十八条から第五十一条

まで、第六十条の二第三項、第六十八条の二第一

項及び第五項、第六十八条の三第六項から第八項

まで、第八十六条の七第一項（第四十八条第一項

から第十二項まで及び第五十一条に係る部分に限

る。）、第八十七条第二項（第四十八条第一項か

ら第十二項まで、第四十九条から第五十一条まで

、第六十条の二第三項並びに第六十八条の二第一



 

項及び第五項に係る部分に限る。）、第八十七条

第三項（第四十八条第一項から第十二項まで、第

四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二

第一項に係る部分に限る。）、前条、次条、第九

十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の

規定を準用する。この場合において、第六条第二

項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「

築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と

読み替えるものとする。 

３・４ 略 

項及び第五項に係る部分に限る。）、第八十七条

第三項（第四十八条第一項から第十二項まで、第

四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二

第一項に係る部分に限る。）、前条、次条、第九

十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の

規定を準用する。この場合において、第六条第二

項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「

築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、

構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と

読み替えるものとする。 

３・４ 略 

 


